
令和４年 第３回清里町教育委員会会議 

 

 

１．開催年月日  令和４年４月２１日（木） 

 

２．開 催 場 所  清里町生涯学習総合センター会議室 

 

３．開会・休憩・閉会時刻 開会宣言１８時５７分 閉会宣言１９時 1分 

 

４．出席者は次のとおりです。 

職  名 氏  名 職  名 氏  名 

教 育 長 岸 本 幸 雄 職務代理者 福 田 一 成 

委 員 高見真由美 委 員 居 城 博 明 

委 員 宇都宮弥生   

 

５．欠席者は次のとおりです。 無 し 

 

６．遅刻者は次のとおりです。 無 し 

 

７．早退者は次のとおりです。 無 し 

 

８．出席した事務局職員は次のとおりです。 

職  名 氏  名 職  名 氏  名 

生涯学習課長 熊 谷 雄 二 生涯学習課参与 新 輪 誠 一 

生涯学習課主幹 藤 森 宏 樹 
学校教育グループ

総括主査 
原 田   了 

学校教育グループ

主査 
熊 谷 駿 佑   

 

９．会議に付した事件は次のとおりです。 

議案番号 件    名 

議案第１２号 学校歯科医の委嘱 

議案第１３号 清里町教育支援委員会委員の任命 

 

１０．議事の経過 

 別 紙 

  



第３回清里町教育委員会 議事録 

令和４年４月２１日（木） 

議  長  ただいまから、令和４年 第３回 清里町教育委員会を開催いたしま

す。 

 ただいまの出席委員は ４名です。 

 清里町教育委員会会議規則 第６条により 本会議が成立している

ことを認めます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

議  長  日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、会議規則 第２４条第２項の規定により、 居城

委員 と 宇都宮委員 を指名します。 

  

議  長  日程第２ 議案第１２号 学校歯科医の委嘱について を議題とし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

説  明  （生涯学習課長） 

ただ今上程されました、議案第１２号「学校歯科医の委嘱について」

提案理由の説明をいたします。 

学校保健安全法第２３条第１項の規定により学校歯科医を委嘱する

ものであり、前任でありました広川歯科医院の閉院に伴い、斜里町朝日

町２０番地１０ 丹羽歯科医院院長 丹羽修二氏を新たに委嘱するも

のです。委嘱年月日は令和４年４月１日です。 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

議  長  これから質疑を行います。 

各 委 員  （質疑なし） 

議  長  質疑なしと認めます。 

 議案第１２号 学校歯科医の委嘱について を採決します。 

 本件について、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

各 委 員  （異議なし） 

議  長  異議なしと認めます。 

 議案第１２号 学校歯科医の委嘱について は、原案どおり決定され

ました。 

  

議  長  日程第３ 議案第１３号 清里町教育支援委員会委員の任命につい

て を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

説  明  （生涯学習課長） 

ただ今上程されました、議案第１３号 「清里町教育支援委員会委員

の任命について」提案理由の説明をいたします。 



清里町教育支援委員会につきましては、清里町教育支援委員会につき

ましては、清里町教育支援委員会設置規則により任命するもので、主に

心身に障がいのある児童生徒等の就学に関する事項を協議し教育委員

会に助言を行うことを目的としております。 

本年の３月末で２年間の任期が満了となったため新たに任命をする

ものです。 

次のページをお開きください。 

委員は医師、学識経験者、関係教育機関の職員から任命することとな

っています。 

清里クリニック院長宮下氏、清里町保健師小林氏、清里町社会福祉士

世良氏、清里小学校長平野氏、清里中学校長畠山氏、清里小学校教諭船

越氏、清里中学校教諭丸尾氏、の７名です。この中で、小林氏と世良氏

が新任であり、後の５名の方は再任です。 

任期は令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年間です。

以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

議  長 これから質疑を行います。 

各 委 員 （質疑なし） 

議  長 質疑なしと認めます。 

 議案第１３号 清里町教育支援委員会委員の任命について を採決

します。 

本件について、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

各 委 員 （異議なし） 

議  長 異議なしと認めます。 

議案第１３号 清里町教育支援委員会委員の任命について は、原案

どおり決定されました。 

  

議  長  本委員会に付された案件は、以上で終了いたしました。 

 これで、本日の委員会を閉会いたします。 

 


